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経済論叢(京 都 大学)第157巻 筆5・6号,1996年5・6月

.ドイツ排水課徴金制度の経済分析

8

諸 富 徹

1問 題 の 所 在

経 済 学 は環境 問題 を市 場 の失 敗 とと ら え,そ の 解 決 法 と して,ピ グー 税 を提

案 した 。 しか し,ピ グー税 は実 施 に必 要 な情 報 を入 手 す るの が 困 難 で あ る た め

に,そ もそ も実現 不 可 能 で あ る とい う根 本 的 な批 判 を 受 け た 。 この結 果,議 論

の 焦 点 は1970年 代 に入 っ て最 適 汚 染 水 準 の 達 成 か ら離 れ,外 生 的 に 与 え られ た

環境 目標 を 費用 効 率 的 に達 成 す る に は ど うす べ きか とい う問題 へ 移 っ て い っ た。

Baumol&Oates〔1971〕 に よ る価 格 ・基 準 ア プ ロ ー チ1),Dales〔1968〕 に よ る

許 可 証制 度 の議 論 はい ず れ もそ の よ うな 試 み と して位 置づ け る こ とが で きる。

そ こで 所 与の環 境 目標 を実 現 す るた め の 政 策 手段 の 選択 が 問 題 とな る。 一 般

に経 済 的手 段 は費 用 効 率 性,情 報 節 約,技 術 革新 へ の イ ンセ ンテ ィ.ブの3点 で

直接 規 制 よ り も優 れ て い る と言 わ れ て い る%し か し,常 に経 済 的 手段 が 直 接

規 制 に優 越 す るわ けで は ない 。Weizman.〔1974〕 に よ れ ば,損 害 費 用 お よ び汚.

染 削 減 費 用 に不 確 実 性 が 存 在 す る場 合 に は,価 格 規制 と量 的規 制 の ど ち ら を用

い るべ きか は,限 界 損 害 費 用 関 数 と限界 汚 染 削 減 費 用 関数 の相 対 的 な傾 き に依

存 す る。RobertsandSpence〔1976〕 は さ ら に,価 格 規 制.と量 的規 制 を 組 み 合

わ せ れ ば よ り望 ま しい 結 果 が 得 られ る こ とを 示 した。 これ ら の研 究 動 向 は,政

策 手 段 の選 択 基 準 の 明 確 化 や,政 策 手段 の組 合 せ に よ る政 策 設 計 へ の試 み を示

して い る と言 え る。 しか し,こ れ らの研 究 も理 論 モ デ ル のみ に基 づ い て い た の:

1)ボ ー モ ルLオ ー ツの 基準 ・価 格 ア プ ロ ー チ に基 づ く税 を,ポ ーモ ル ・オー ツ税 と呼 ぶ 。

2)Cropper&Oats〔1992),p.686、 を参 照 。
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であ り,現 実に実施されている経済的手段を直接規制と,実 証的に比較研究 し

たわけではない。

現実の経済的手段は,経 済学者が望ましいと考える姿 とは異なっている。

税 ・課徴金の場合でいえぼ,イ ンセンティブ効果がなく,た んなる財源調達手

段であった りすることも多い,。従って繰済的手段が理論 と異なった形で導入

されざるを得ない理由を明らかにする必要がある。これまでの経済学は理論モ

デルによる分析が先行 したため,現 実の制度分析を踏まえて理論化を行った業

績は少なかった。その結果,経 済学は現実の政策設計に有効な処方箋を提示し

うる理論とはな り得なかったのである。

本稿の目的は,.第1に ドイツの排水課徴金という現実に実施されている環境

税の実態を分析することで理論 と現実の乖離を明らかにすること,第2に 直接

規制の果たすべき役割を経済学的な観点から再検討すること,そ して第3に ド

イツ排水課徴金の分析に基づいてこれまでの理論を再検討することである㌔

IIド イツ排水課徴金法とその経済的性格.

1.排 水課徴 金法の概要

排 水 課 徴 金 が ドイ ツ で導 入 され た背 景 に は,水 質 汚 染 が 進 む 一方 で 直接 規 制

が 機 能 せ ず,政 府 の定 め た環 境 基 準 が 一 向 に達 成 で き ない た め に新 しい 政策 手

段,つ ま り課 徴 金 制度 導.入の必 要 性 に対 す る認 識 が 高 ま った こ と と,ド イ ツ政.

府 が 環境 政 策 上 の原 則 で あ る汚 染 者 負 担 原 則 を,課 徴 金 を 用 い て実 行 して い く

とい う政 策 を打 ち 出 した こ とが あ る%

課 徴金 は排 水 の公 共 水 域 へ の排 出 に対 して 課 さ れ,公 共水 域 に直 接 排 水 を排

出 す る,い わ ゆ る 直接 排 出者 に納 付 義 務 が あ る。 課徴 金 の 課税 標 準 は汚 染 単 位

3)OE(:D[1989〕 を参照。

4)本 論文の研究成果は,1994年9月 下旬に行われた ドイツ排水課徴金調査に参加 した植田和弘

(京都大学〕,新沢秀則(神 戸商科大学),岡 敏弘(福 井県立大学〕,山本秀 ・(和歌山大学}の4

氏との議論に多くを負っている。しかし.本 論文でのあり有べ き誤りに関する責任は全て筆者に

ある。

5)Treuna亡 〔1986〕,S.d.を参照。
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表1第3条 に封 ず る付 則A1項

番号 汚染物質群 1汚 染単位 に対応す る値

1 COD 50kg

2 リ ン 3kg

3 窒素 25kg

4 有機 ハロゲ ン化合物 2kg

5 金 属 ・化 合 物

水 銀

カ ド ミウム

ク ロ ム

ニ ッケル

鉛

銅

209

100s

5009

5009

5009

1000g

6 魚に対する毒性(GF) GF区 分 に よ る3000㎡ の 排水

数である。汚染単位数は,排 出される負荷総量を反映しているが,現 実に計測

された値ではなく,州 政府が排出者に与える排水許可証に記載された推定値で

あることが特徴である。排水許可証には,.各排出者が遵守すべき年間排水総量

と表1に 示されている各パラメーターの濃度が確定され記載される。これが課

徴金算定の基礎となる。排水課徴金は税収の使途が課徴金徴収のための行政コ

ス トや,水 質保全対策コス トなど,特 定目的に限定される目的税である。.

2.ド イツ排水課徴金制度の理論 と実際 ー

ドイ ッの 排 水 課 徴 金 は,当 初 ボ ー モ ル.・オ ー ッ税 の モ デ ル に基 づ い て 構 想 さ

れ た に もか か わ らず51,現 実 に 採 用 され た制 度 は ボー モ ル ・オー ッ モ デ ル とは

か な り乖 離 した もの で あ る。 この 点 で 重 要 な の は以 下 の2点 で あ る。

第1は,こ の 課 徴 金 制 度 が 直接 規 制 と密 接 に結 びつ い てい る こ とで あ る 。 こ

の こ とを図1に よ って 説 明 した い 。特 徴 的 な の は,連 邦 政 府 の 定 め た 最 低 要 求

6)DerRatv・nSnchvεrs柄ndi離nf財Umw疎fra解n〔1974〕 を参照。

i



費 用 ・料率

幽
.

'

Rl

ドイツ排水課徴金制度の経済分析

図1

1～z

(433)19

幽.

〆!4

0

尺3

ら 81 82 排 出量

基 準(図]の の を 守 れ ば,課 徴 金 料 率 が%に 減 額 され る とい う点 で あ る。

...この と き,課 徴 金 料 率 は 図1の81で 屈 曲す る実 線 で 表 され,R,,R,,R;の よ

うな異 な る 限界 汚 染 削 減 費 用 関 数 を有 す る排 出 者 が 存 在 す る場 合,各 排 出者 間

の 限界 削 減 費用 は料 率'='*で 均 等 化 され ず,費 用 最小 化 は達 成 され ない 。

第2は,課 徴 金 料 率 が 政 府 の 定 め た 環境 目標 を達 成す る に は十 分 で ない,と

い う こ とで あ る。 当 初 の 構 想 に お い て,環 境 目標 を達 成 す る ため に必 要 な料 率

は,汚 染 単 位 当 た り80マ ル クで あ る とさ れ たが,実 際 の料 率 は12マ ル クで あ っ

た 。 また,1994年 当 時 の あ る排 水 処 理 施設 で は,汚 染 一 単 位 当 た りの 限 界 汚 染

削 減 費 用 が77.9マ ル クで あ る の に対 し,課 徴 金 料 率 は60マ ル クで あ った 。 この

こ とは 課 徴 金 料 率 が 汚 染 削減 へ の十 分 な イ ンセ ン チ ～ ブ とは な りえな か った こ

と を示 して い るη。 これ に対 して 政 策 当 局 は,排 水 課 徴 金 の導 入 以 来,課 徴 金

料 率 は徐 々 に 引 き上 げ られ て きて お り,そ れ に と も な って イ ンセ ンテ ィブ効 果

が 高 ま って きて い る と主 張 してい る。 しか し,問 題 は 大 半 の排 出者 が 通 常 料 率

で は な く,最 低 要 求基 準 を満 た した 場 合 に認 め られ る割 引料 率 を適 用 され てい

る とい う事 実 で あ る3,。表2に 示 す よ うに,割 引 料 率 は80年 代 前 半 以 降 ほ とん

7)岡 敏弘 ・諸富徹 〔1995}を参照。

8)ノ ルトライン・ヴェストファーレン州環境省 トロイナート氏からのヒアリングによれば基準を

ちょうど満たしている排出者は全体の90%悩1の 瓦 に対応〕,基準を満たせていない排出者
は5%(同1嚇,基 準値以上に汚染削減を進めている排出者は5%〔 同 亀)を 占めているとい

う。従って,向 州では,全 排出者のうち拓%が 割引料率の適用を受けているのである.な ぜこの

ようになるのかは図1を 用いて説明できる。図1のR,の ような限界汚染削減費用曲線を有し/
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表2課 徴 金料 率 の推 移 (マ ル ク)

年 度 81 82 83 84 85 86-88 89-90 91-92 93～96 97一

通常料率 12 18 24 30 36 40 40 50 60 70

割引料率 6 9 12 15 18 20 0-40 12.5 15 17.5

第2次 改正 第3次 改 正

ど上 昇 して お らず,イ ンフ レの影 響 を考 慮 す る と,.イ ンセ ンテ ィ ブ効 果 は む し

ろ 低...ドして い る と見 られ る.つ ま り,政 策 当 局 は料 率 を 環境 目標 を達 成 す る の

に 十 分 な水 準.にまで 引 き上 げ て き たか に見 え るが,実 際 に は 割 引料 率 の適 用 に

よ って,排 出 者 に急 激 な経 済 負 担 の増 加 と な るの を避 け て きた の で あ る。

IIIド イツ排水課徴金制度の経済分析

1.経 済的手段 が理論通 りに実施 されない理由

これ ま で の 環境 経 済理 論 に お い て は,暗 黙 裏 に排 出 許 可証 制 度 の み とか 課 徴

金 の み とか,単 一 の 政 策手 段 で 汚 染 制 御 を行 う こ とが 想 定 さ れ て きた。 しか し,

現 実 の 経 済 的手 段 は た い て い何 らか の形 で 複 数 の 政 策 手段 が ミッ クス して用 い.

られ て い る の で あ り,.個 々 の政 策 手 段 が 単 独 で,理 論 の 想 定 す る とお りの効 果

を 発揮 して い る ケ ー ス は見 当 た ら ない 。 例 えば ドイ ツの 排 水 課徴 金制 度 も上 述

の よ うに 課 徴 金 と直 接 規 制 の ポ リシ ー ミック.スとな って い る。 ま た,ア メ リカ

で1977年 以 来行 わ れ て い る大 気 保 全 政 策 も!オ フセ ッ ト,づ ブル.ネ ッテ ィ ン..
ド

グ政策),排 出許可証制度と直接規制の組合せであると考えられる。

しかし,な ぜ経済的手段は理論が想定するような形で導入するのが困難なの.

であろうか。それは以.下の3つ の理由が存在するからだと考えられる田。第1.

＼てい る排出者 に とっては,e,ま で排 出量 を削減す れば割引料率の適用 を受け られ るので,ε1ま

.で排出を削減 するこ とで課徴 金支払い額 を節約 しようとする インセ ンテ ィブが働 く。これ に対 し,

瓦 の ような費用 曲線 を有 している排 出者 にとっては θ塵を越 えて汚染 を削減 して も,そ のことに

よる課徴 金節 約額よ りも削減 費用 のほうが大 きいので,そ の ような インセ ンテ ィブは働か ない。

従 って,図1の ような課徴金制度 は,各 排出:沓の排出量 を8Lで 示 され る最低要求水準でほ ぼ均

等化するので ある。

g)GaweL〔1991〕,S.13-14.を 参照。
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に,情 報的基礎の欠如がある。ピグ一説を実行するためには汚染による社会的

限界損害費用 と社会的限界汚染削減費用の等 しくなる水準に税率を定めること

が必要である。そのためには,汚 染削減費用および損害費用に関する情報が必

要になるが,政 策当局にとってそのような情報を正確に入手することは困難で

ある。第2に,制 度的要因がある。汚染の制御は経済的手段の導入以前に直接

規制を中心 とした政策体系によって行われているのが普通である。経済的手段

を導入するのと引換えに直接規制を廃止するのでない限 り,環 境税が直接規制

.から独立して資源配分機能を果たすことは不日∫能である。第3に,所 得分配問

題が挙げられる。経済的手段の導入は,汚 染原因者に対 し,直 接規制の場合よ

りも多くの経済的負担を課すために,立 法過程や法律改正の際に所得分配上不

利を被 る経済主体か らの抵抗を受ける1の。

従って現実の経済的手段を理論的に分析 しようと思えば,単 一政策手段のみ

を比較検討 してきたこれまでの環境経済理論の枠組みを発展させ,複 数の政策

手段によるポリシーミックスの分析を導.入する必要がある。

経済的手段をポリシー ミックスの観点か ら分析す る手法を展開 したのは

Gawcl(199Dで ある。以.ドでは,Gawelの 業績を ドイツ排水課徴金制度の分

析に適用 し,経 済的手段がポリシーミックスとして実施されざるを得ない理由

を明らかにする。

制度分析を行 う際の評価基準は一・賞 して,静 学的効率性(亟 費用効率性),

環境改善上の効果,そ して,課 徴金の第1次 負担者に対する所得分配上の効果

である。また,排 出者ば利潤最大化の必要条件として,費 用最小化行動をとっ

ているものと仮定する。 したがって以下では,排 出者は課徴金料率 と排出者の

限界汚染削減費用が等 しくなる水準で排出量を決定するものと仮定する。

]の 排水課徴 金導.入の構想が明 らか にな った とき,ド イツ産業界はそれに反対 し,む しろ直接規制

による汚染制御 を主張 した 〔Hansmcyer[1976〕,S.86〕 。
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2.ポ リシー ミックスと しての ドイツ排水課徴金分析

まず,ボ ー モ ル ・オー ッ税 の利 害 得 失 を 直 接 規 制 との 比 較 に お い て 明 らか に

す る。

① 資 源 配 分 上 の 比 較

諏.

図2は,マ ク ロ レベ ルで の総 排 出 量 がEと して外 生 的 に決 め られ て い る中

で,異 な った 政 策 手 段 の 選 択 が 資 源 配 分 に 及 ぼ す効 果 を比 較 した もので あ る。

ここで,直 接 規 制 と は,異 な る汚 染 削 減 費用 関 数 を有 す る排 出.者に対 して 等 量

の排 出.権が 設 定 され る政 策 を 指 す 。 これ を ボ ー モ ル ・オ ー ツ税 と比 較 して み る

と,ボ ー モ ル ・オー ツ税(料 率'='*)の 下 で は 直 接 規 制 の 下 で よ り も,経 済

全 体 で △=CDEだ け の効 率 性 改 善 に よ る純 便 益 が 得 られ る。 だ だ し,個 々 の

排 出 者 に対 す る所 得 分 配 上 の 影響 は様 々で あ り,そ れ ぞ れ の 排 出 者 の 有 す る限

界 汚 染 削 減 費 用 曲線 に依 存 す る。 図2の ケ ー スで 言 えば,直 接 規 制 シ ステ ムか

ら課 徴 金 セス テ ムへ の 移 行 は,排 出 者 ∫に と って は □ABe,*e,(=□DEθ ノ*助

だ けの 負 担 増 加 とな るが,排 出者 ゴに とっ て は □CEe,*窃 だ け負 担 減 少 とな る

(両者 の差 額 が △ で あ る)。

図2

8,ε ご ごf 0 ら り

① ボ ー モ ル ・オー ツ税 ♂+バ=E

② 直接 規 制 轟+ら=Eか つ 碍=爵

③ コ ン ビネ ー シ ョ ン.〆 十6}max=亙

〔出 所〕Gawe】(1991),S.92お よ びS.100
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しか し,実 際 に は 毒 性 物 質 や 蓄 積 性 汚 染 物 質 の 場.合 な ど,何 ら か の エ コ

ロ ジ ー 的 に 最 低 限 の 規 制 を個 々 の 排 出 源 に対 して設 け な け れ ば な らな い 場 合

が あ る。 この 場 合 の 排 出 基 準 値 は 図2の8∫=窃m旺 の よ う に な り,そ れ に応

じて 排 出 者 ゴに は 最 大 でe,=eiの 排 出 量 が 割 り当 て られ る。 こ の と き,費

用効 率性 に よ る純 便 益 は 純 粋 課徴 金 政 策 の 場 合 と比 べ てFGEの.面 積 だ け 減少

す る 。

図2か ら明 らか な よ う に,こ の よ うな エ コ ロジ ー 的規 制 の必 要 性 が 高 ま るほ

ど,費 用 効 率 性 に よ る純 便 益 は縮 小 して い く。 エ コ ロ ジー 的規 制 と費 用 効 率性

は ト.レー ド ・オ フ の 関係 に あ るが,こ れ は社 会 的 に望 ま しい と判 断 され た 環境

水準 を 維持 す る た め に我 々が 支 払 うべ き対 価 で あ る と考 え.て良 いだ ろ う。

(2)所 得 分 配 に 及 ぼす 影 響 の比 較

上 述 の よ うに,直 接 規制 に対 し,ボ ー モ ル ・オー ツ税 は経 済全 体 に と って よ

り大 きな 経 済効 率 性.ヒの メ リ ッ トを生 む6し か し,所 得 分 配 問 題 を考 慮 す る と

ど うな る か 。 図2に お け る △ は 費 用 効 率 性 の改 善 に よ る純 便 益 で あ り,T

=T;+乃(図2の 斜 線 部)は 課 徴 金 負 担 額 で あ る。 も し,7=△ な ら ば,

排 出音 聞 で 分 配.Lの 影 響 に相 違 は あ って も,経 済 全 体 で は 所 得 分 配 中 立 的 で

あ る。

しか し,排 出者 間 の 限界 汚染 削 減 費 用 の 相 違 が よ ほ ど大 き くな い 限 り,T>

△ とな る。 つ ま り,ポ ー モ ル.・オー ッ税 は,直 接 規 制 に比 べ て 費 用 効 率 的 で

は あ るが 排 出者 に よ り大 き な負 担 を 課 す こ とに な る ので あ る。 この た め,ボ ー

モ ル ・オー ツ税 を理 論 通 りに実 行 す る こ とは 困 難 に な る。 そ;で 分 配 問 題 を回

避 しつ つ 環 境 目標 を達 成 で き る ポ リシー ミ ックス が 求 め られ る。 それ が 以.「の

料 率 格差 モ デ ル と 目的税 モ デ ルで あ る。

a>料 率格 差 モ デ ル

料 率 格 差 モ デ ル とは,最 低 要 求 基 準.(図3の の を 超 え る排 出 削 減 に対 して

は料 率 を割 り引 き,'=配(0〈 α〈1)と す る とす る こ とで 所 得 分 配 問題 を緩 和

す る モ デ ル で あ る。 現 在 の ドイ ツ排 水 課徴 金 制 度 の 下 で.は α=0.25で あ る 。.
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図3に 示 す よ う に,こ の モ デ ルで は 限.界費用 が 均 等 化 され ない の で 費 用 最小 化

は達 成 され な い 。 ま た,料 率 の 割 引 に よ って 排 出 者 の 汚 染 削 減 へ の イ ンセ ン

テ ィブ は 弱 ま る。 なぜ な ら,料 率 が'な らば,排1出 者 ∫に と っ て ε壷林 まで 汚

染 削 減 を 進 め る の が 合 理 的で あ る が,割 引 料 率 躍 の 下 で は,θ ゴ*まで しか 汚

染 削 減 へ の イ7セ ンチ ィブ は働 か ない か らで あ る。

b)目 的税 モ デ ル

この モ デ ル は,』1974年 に環境 問 題 専 門家 委 員 会 に よ っ て提 案 さ れ た11}。委 員

会 に よれ ば,課 徴 金 収 入 を水 質 保 全:]的 に投 入 す る こ とに よ っ て環 境 改 善 効 果.

を 強 化 し,そ の 分 課 徴 金 料 率 を 引 ぎ 下 げ る こ.とが で き る とい う。 シ ミュ レー

シ ョン結 果 に よれ ば,目 的 税 モ デ ル に お け る 料 率40マ ル ク は,課 徴 金 のみ に よ

る モ デ ル の料 率70マ ル ク と同様 の.インセ ンテ ィブ効 果 を発 揮 す る と い う。

この こ との 経 済 的 意 味 を,図4を 用 い て確 認 した い。 今 ,図4に おい て 料 率

'='。 で 排 出者 ゴゴ の排 出 量 が 仏,8∫)=@,の で あ る とす る。.また,直 接 規

制 に よ っ て排 出総 量 は 互=θ 珪 石∫で 総 量 規 制 され て い る。 こ こで所 得分 配 問題

緩 和 の た め,料 率 の 引 下 げ を行 うが,税 収 を補 助 金 と して 再 び水 質 保 全 目的 に

投.入す る こ と によ って,総 排 出量 がEを 越 えな い よ うに す る 必 要 が あ る。

11)D・ ・Rat・・mS…h・・…a・dig・nft吐Umw・】・f・ag・・〔1974〕,S.1豆を参照。
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ま ず 料 率 をt=toか ら'=t,へ と引 き下 げ る。 これ に よ って 排 出 者 ∫,ゴに

と って は □ABDCだ けの 負 担 減 とな る。 この 下 で の排 出 量 は,価,θ ∫);(θ∫*,

ず)で あ り,8i*+8メ*〉 君 と な っ て総 量 規 制 は守 られ な い。 再 び.(%8∫)=(碗

の を達 成 して 総 量 規 制 を守 る に は,排 出 者 ∫の場 合 で い え ば,追 加 的 な汚 染

削 減 費 用 □CDe,*e;か ら課 徴 金 節 約 分r牽*を 差 し引 い た △CDF=S,に あ た る

金 額 を補 助 金 と して 税 収 丁=T;+乃 か ら排 出者 ∫に 対 して 支 出す れ ば 良 い こ

とに な る。.以上 の よ うな根 拠 で ドイ ツ排 水 課 徴 金 の 料 率40マ ル ク とそ の 目 的税

化 が 正 当 化 さ れ た の で あ る。

3.料 率引上 げ と排 出基準 の強化 が及 ぼす効果の相違

ドイ ツ連 邦 政 府 は,1985年 まで に ドイ ツ全 土 にお い て水 質 基準Hを 達 成 す る

こ とを 政 策 目標 と して掲 げ たが,政 策 当局 は,こ の 目的 の た め に課 徴 金 の もつ

イ ンセ ンテ ィブ効 果 を 年 々急 速 に 高め て い く必 要 が あ った 。

課 徴 金 制 度 導 入 当 初 の料 率 で あ る12マ ル ク は,政 府 の 環境 目標 を達 成す る に

は 低 す ぎ る料 率 で あ った 。 そ こか ら漸 進 的 に イ ン セ ン テ ィブ効 果 を高 め て い く.

た め に は,課 徴 金料 率 を順 次 引上 げ て い くか,排 出 基 準 を漸 進 的 に 強 化 してい

くか の い ず れ か の 方 法 に依 らざ る を得 ない 。 これ まで,表 面 的 に は この両 方 の

や り方 が 取 られ て きた よ うに 見 え る。 つ ま り,料 率 はユ2マル クか ら60マ ル クま

で 一 貫 して 引 き上 げ られ て きた ので あ る。 しか し既 に述 づ た よ うに,ヒ 弄 した
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の は通 常 料 率 で あ って,排 出 者 の大 半 に該 当す る割 引 料 率 は 導 入 当 初 か らほ と

ん ど変 化 して い な い 。 一 方 で,水 管 理 法 §7aに 基 づ く技 術 水 準 の見 直 しが 定

期 的 に行 わ れ,排 出 基 準 も順 次 強 化 さ れ て きだ2}。 したが っ て,実 際 に ば排 出

基 準 の 強 化 の み に頼 って イ ンセ ン テ ィブ 効 果 を 高 め て きた の だ と言 え る。

.偉
EwringmannやGawe】 は,排 出基 準 を 固 定 して 料 率 を上 げ て い く方 が 経 済 効

率 上 望 ま しい と主 張 して い る が,な ぜ 現 実 に は それ が 困 難 な の で あ ろ うか 。 以

下 で は,こ の 両 手法 の もた らす 効 果 を,(1}一 律 料 率 の ケー ス,〔2)料 率 格 差

モ デ ル の ケ ー ス に分 け,数 値 例 に基 づ いて 検 討 す る。

(ユ}一 律 料 率 の ケ ー ス

図5に 示 す よ うに,相 異 な る限 界 汚 染 削 減 費 用 曲線 を 有す る2排 出者 か ら成

る 経 済 を 考 え る 。 第1排 出者 お よ び 第2排 出 者 の 限.界汚 染削 減 費 用 関数 を単 純

化 の た め に線 形 化 し,そ れ ぞ れ,C,=一1/2・ 召、+10,C2=一262+20と す る 。

81,82は そ れ ぞ れ 排 出 者1,.排 出 者2の 排 出 量 で あ る。 当 初 の マ ク ロ レベ ルの

総 排 出 量(E)は17.5で あ った が,そ れ をE=10に ま で削 減す る よ うな政 策

が 取 られ る もの とす る。

図5
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12)連 邦璋境庁.メールホルン氏か らの ピア リンダによる。
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.(i)ま ず,ボ ー モ ル ・オ ー ッ税 に よ っ て費 用 効 率 的 に 君=17.5が 達 成 され

て い る 状 態 を 出発 点 とす る。 こ こか ら,.の 排 出基 準 の 強化,も し くは,.

β)課 徴 金 料 率 の 引 き上 げ に よ っ て,Eニ10ま で排 出 削 減 が 行 わ れ る も

の とす る。

〔ii)α)亙=10を 直 接 規 制 に よ って 達 成 す る のだ か ら,排 出量 の 割 り当 て

は定 義 に よ り81ニ82=5(排 出権 の等 量 割 り当 で)と な る 。

β)料 率 引 上 げ の ケー.スで は,61十82=10の 制 約 の下 で,両 排 出 者 の 限

界 費 用 を均 等 化 す る よ うな料 率 を探 す 。

佃(.の お よ び〔ii)のプ ロセ スを 経 て 上 図 の よ うに数 値 が 具 体 的 に分 か った 結 果,

..それ を用 い て 資 源 配 分 上 の 効 果,所 得 分 配 に 及 ぼす 影 響 をみ る。

当 初 総排 出 量 亙=17.5が 達 成 され て い る と きの料 率 はto=5で あ る。 この.

と き の両 排 出 者 の 排 出 量 は,図9よ り(2L,θ2)=(10,7,5)で あ る。 さて,排

出 基準 の強 化 を行 った場 合,定 義 に よ り排 出 権 は 等 量 配 分 さ れ るか ら,各 排 出

者 の 排 出 量 は,(召b.の;(5,5)と な って い る。 他 方,料 率 の 引 き上 げ に よ っ

て 対 処 す るた め に必 要 な 料 率 は,一1/2・21+10=一2e,十2⑪ か っ 制 約 条 件e,

十QE=10を 解 くこ とに よ り,'=8,そ の 時 の 両排 出 者 の排 出 量 は(e,,e,)=(4,

6),と な る。 この結 果,

α〉 直接 規 制 に よ る削 減 費 用 増 加 分=□ABCE+□KLRQ=50

β)料 率 引上 げ に よ る削 減 費 用 増 加 分=□ABGF+□PMRQ=48.75

とな るか ら,.〔排 出基 準 引 上 げ に よ る削 減 費用 増 加 〕〉 〔料 率 引 上 げ に よ る削 減

費用 増 加 〕 とな る。

従 って,あ る一 定 期 間内 に所 与 の 環境 目標 を達 成 しよ う とす る と.き,資 源 配

分 の観 点 か らみれ ば,排 出基 準 の 強 化 よ りも料 率 の 引上 げで 対 応 す る ほ うが 効.

率 的 で あ る。料 率 引上 げで 対 応 す る場 合 は,限 界 費用 均 等 化 が 維 持 され て い る

の だ か ら,こ れ は 当然 の結 果 で あ る。

次 に,両 手段 の 及 ぼす 所 得 分 配 上 の効 果 を検 討 す る。 まず,税 負 担 の変 化 は,

α)一 口ABCD一 口SLRQ=一37.5
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β)一 口ABGT+□FTJI=一.18'… …①

一口NMRQ+□IJNP=10 .5..… …②

①+②=一7.5

とな り,α)の ケ 」 スの ほ うが 税 の 節 約 額 は大 きい 。 ま た,削 減 費 用 の変 化 分

を も合 わせ た ネ ッ トの負 担 額 の 変 化 分 は,

α)50-37.5=12.5.

β)48.75-7.5=41.25

と な り,β)の ケー スの 方 が排 出 者 の負 担 は結 局 大 き くな る。 これ は,料 率 引

上 げ に ま る対 応 を行 う場 合,汚 染 削減 を経 済全 体 と して 費 用効 率 的 に行 え て も,

料 率 引.Lげ に よ る税 負担 の増 大が 重 く,所 得 分 配 上 は費 用 節 約 の効 果 を打 ち消

して い る こ とを 反 映 して い る。 逆 に,α)の ケ ー スで は,基 準 は厳 し くな って

も.料率 は そ の ま ま な ので,税 節 約 の効 果 が 大 き く出 て い る、,

〔2)料 率 格差 モ デ ル の ケ ー ス

一律料率の場合 と同様,政 策当局がインセンテ ィゾ 効果を高めていこう とす

る と きに料 率 引 上 げ と排 出基 準 の 引 上 げ の どち らで対 応 す る のか,と い う問 題

を今 度 は現 実 の ドイ ツ排水 課徴 金 をモ デ ル 化 した料 率 格 差 モ デ ルで 考 え る。

今,通 常 料 率 が 汚 染 単 位 当 た り20マ ル ク,・連 邦 政 府 の設 定 した 最 低 要 求 基 準

E。 を 満 た した 場 合 の 割 引 料 率 が10マ ル クで あ る とす る。 この と き の課 徴 金 料

率 の構 造 は 図6のaefhで 示 され る。 さ て,料 率 引.ヒげ を 行 う ケ ー スで は 通

常 料 率 を倍 の4⑪マ ル クに 引 き一ヒげ る。 それ に と もな って 割 引 料 率 も20マ ル クに

引 き..}=げられ る か ら(α=o,5),料 率 構 造 は 図 のbfgiへ と変 化 す る。 排 出 基

準 強 化 の場 合 は,料 率 は不 変 で 最 低 要 求 基 準 がE。 か らE、 へ と強 化 さ れ る 。

この結 果,.料 率 構 造 はacdhと な る。

(資 源 配分 上 の効 率 性 〉

図6を 見 れ ば分 か る よ うに,料 率 引 上 げ の ケー スで は全 て の排 出者 に汚 染 削

減へ の イ ンセ ンテ ィブが 与 え られ るの に 対 し,排 出 基準 の 強 化 は既 に基 準 を満

た してい るR,,Rz以 外 の排 出者 に は.何の 効 果 も及 ぼ さ.な.い。
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〈所得分配上の効果〉

排出者R2の ケースを除く.全ての場合に関 して,料 率の引上げは排出基準の

強化よりも排出者に重い負担を課す。このことは課徴金料率の操作による対応

が,直 接規制の強化に比べて所得分配上困難を伴 っていることを意味する。

以上の結果は,.Ewringmannお よびGawelの 主張を資源配分上および環境.

改善上の観点か ら裏づけている。同時に,こ れまで政策当局が実質的には直接

規制の強化のみに頼 ってきた理由をも示 している。もちろん直接規制の強化の

方が確実に排出量を管理できるため,政 策当局によって選好されたζいうこと

もある。しかし重要なのは,料 率の漸進的引.ヒげは直接規制の強化よりも費用

効率的な環境改善を可能にするが,.そ れでは所得分配上の問題を発生させて し

まう点である。それゆえ,政 策当局は直接規制の強化に頼ることで所得分配問

題の発生を回避 しつつ政策目標 を達成する,と いう手法を取ったのである。

4.ド イツ排水課徴金制度の評価

.ドイツ排水課徴金は構想段階でボーモル ・オーツ税 として実施されることが

望ましいと提言されていた。 しか し,現 実の排水課徴金はそれとは異なったシ

ステムになった。その理由は所得分配問題の発生を回避 しつつ環境].標 を達成

しようとした点にある,と いうのが本論文の分析結果である。それに加えて,

課徴金の導入以前に直接規制の網の日が張 りめぐらされ,課 徴金が独自に資源
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配 分効 果 を 発揮 で き る余 地 は制 度 発 足 時 点 にお い て既 に 限 られ て いた と言 え よ

う。 結 果 と して,こ の課 徴 金 シ ス テ ム は上 述 の 分析 にお け る料 率 格 差 モ デ ル と

目的 税 モ デ ルが 混合 した 構 造 を取 る こ と に な った 。 これ はす なわ ち,直 接 規 制,

課 徴 金,補 助金 とい う3政 策 手 段 の ポ リ シー ミ ック スで あ る 。

露

この結果,.ド イツ排水課徴金は経済学者が期待する資源配分上の効率性 とい

う側面で十分にその機能を発揮できていない。特に料率格差モデルは基準値以

下の残余汚染に対する課税をほとんど無意味にし,費 用効率性を減退させる。

そのため経済的手段の利点は失われ,課 徴金を用いて汚染制御を行 う意味が見

出せなくなってしまう。このように,理 論的には理想的な経済的手段 も,現 実

の環境政策でその利点を十分発揮する可能性はきわめて限られているのである.。

.課徴金制度が複雑化 し,そ の有効性が余 り発揮できないのであれば,課 徴金

を廃1Lし て洗練された直接規制で汚染制御 を行うほうがましだという意見が当

然出て くる1㌔ しかし,ド イツの排水課徴金が環境政策 ピ一定の役割を果たし

たのも確かなのである。

この20年 間で水質の改善が進んだのは,経 済学者の期待 とは異なる形であれ,

排.水課徴金が一定の役割を果たしたからだという評価もある。最低要求基準を

満たせば課徴金料率が班になるという,図.1に 示されるような料率構造は,..基

準を守らせる上で大 きなインセンティブとなったし,排 水課徴金法の成立以来,

監督官庁の圧力 と監視が増大 した結果,企 業と自治体の排水処理対策に関する

意思決定が排水課徴金法によ.って大きく影響を受けたのである'4〕。

しかし,基 準を守 らせるためだけなら直接規制の機能を改善することによっ

ても可能であろう。興味深いのは ドイツの場合,排 水課徴金制度の運営を通 じ

て初めて汚染制御の人的 ・技術的 レベルが上昇し,排 出者側の対応もより洗練

されたものになっていったとい う点である'%こ のような変化は,直 接規制の

13)ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レ ン州 環 境 省 トロイ ナ ー ト氏 の意 見 。

14).Hoffma皿nandEwringma㎜ 〔1977〕を参 照.

15)ベ ル リ ン州 環 境 庁 次 官 ヴ ィ ッケ氏 か らの ヒ ア リ ング に よる 。

門舞
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も とで は困 難 で あ6た とい う。 日本 で は 直接 規 制 が そ の よ う な役 割 を担 った と

言 え るが,な ぜ ドイ ツで は そ れ が不 可 能 だ っ.たのか 。 これ は,今 後 目独 にお け

る直 接 規 制 の 比 較 研 究 を 要 す る 問題 で あ る。

5.経 済学における直接規制評価の再検討

以 ヒの分析は,経 済学がこれまで理論で想定 してきたような経済的手段のみ

による汚染制御が,極 めて困難なことを示 した。そうであるならば,環 境政策

における直接規制の役割を,経 済学の観点から再検討する必要があろう。

総量:規制Eを 実現する政策には純粋直接規制 と純粋課徴金政策を両極端 と

して図7の ようにさまざまなヴァリエーションが存在する。ボーモル ・オ.一ツ

税(①).は,も っとも費用効率的な政策であるのに対 して直接規制とは,個 々

の排出者に対 して排出権を完全に等量配分する政策(②)を 指す。③は,社 会

的安全を確保するために,個 々の排出源に対 して排出の最大許容量を設定す る

政策手法を指す。③の場合,① に比べて費用効率性が犠牲になる分,汚 染の制

御がよ り確実になるが(図1参 照),ド イツ排水課徴金制度における直接規制

の役割の1つ はまさにこのようなものであると考えられる』一般に総量規制の

下で費用効率的な汚染制御を行おうとすれば,ボ ーモル ・オーツ税が望ましい

が,蓄 積性汚染や大都市における集積汚染が発生する可能性のある場合には有

効ではない。このように被害に関する不確実性が存在す るもとでは,Baumol

①

7

③

図

②

課徴金が支配的

限界削減費用の均等化

費即効型 .」

① ボ ー モ ル ・オ ー ツ税

② 直 接 規 制

③ コ ンビ ネー シ ョ ン

規制が支配的

排出権の等量配分

非効率的

8許+β ∫*=ε

轟十 島=Eか つ 面=幻

8ド+窃 皿姐=E
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andOates.〔1988〕 お よ びWeizman〔1974〕 が 証 明 した よ うに,経 済 的 手 段 と

直接 規 制 の ポ リ シー ミック ス を採 用 す るの が 望 ま しい 。 ドイ ツ の排 水 課 徴 金 制

度 は 重金 属 を課 徴 金 の 制 御 対 象 に して い るの で,ド イ ツ の課 徴 金制 度 が 費用 効

率 性 を 多少 犠 牲 に して も,そ う した 不 確 実性 に対 処 して 直接 規 制 との ポ リシ ー

ミ ックス に な っ て い るの は,以 ヒの 理 由 か ら合 理 的根 拠 を もっ て い る ので あ る。

た だ し,窒 素 ・リ ン な ど蓄 積 汚 染 の 可 能 性 が な い 物 質 の 制 御 で は ボ ー モ ル ・

オ ー ツ税 を適 用 す る条 件 が 満 た さ れ て い る と言 え る。

IVド イツ排水課徴金分析から得 られる理論的教訓

ドイツ排水課徴金制度の経済分析から得られた結論は,経 済的手段に関す る

こ.れまでの 「理論的常識」を掘 り崩 しかねない。経済学は経済的手段が直接規.

制よりも優れていることを一定の仮定をおいて理論モデルにより証明しようと

してきた。しかし,現 実の環境政策において経済的手段がその機能を十分発揮

できる可能性は限られており,経 済的手段はポリシニ ミックスとして採用され ,

ざるを得ないという事実が理論では見落とされている。 ドイツ排水課徴金のよ

うに,経 済的手段がポリシーミックスとして実施されれば,費.用 効率性は当然

低下する。これを理論漆らの乖離であるとしてネガティブに評価 してきたのが

これまでの経済学であった。 しか し,批 判的に検討されるべ きは,そ のような

理論 と現実の乖離をこれまで放置してきた理論の側であろう。

環境政策に関する経済学の議論は最適汚染水準の達成か ら,い ふに外生的に

与えられた環境R標 を費用効率的に達成するかという問題へ移っていった。パ

レー ト最適ではなく,環 境目標の達成が政策[]標 となったことで理論が比較的

現実的になり,実 際の環境政策に...・定の影響を及ぼす条件がで きた。にもかか

わらず,理 論が依然として実際の環境政策にほとんど影響力を及ぼすことがで

きなかったのは,以 下のような理由による。

第1に,税 ・課徴金,許 可証制度,補 助金などの政策手段が個々ばらばらに

分析され,ポ リシ「.ミウクスとして扱われることがなかった6言 い換えれば,
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直接規制が存在せずに経済的手段が何の障害もなくその機能を発揮で きるよう

な,摩 擦のない非現実的な世界が想定されていたことを意味する。第2に,環

境政策に関する経済学の課題が経済効率性や,費 用効率性の達成のみに解消さ

れてしまった。実際には環境政策の目標は費用最小化だけでなく,総 量規制に

よる環境 目標の達成,個 々の排出源規制による不可逆的な被害発生の防止があ

り,加 えて政策実行の際には所得分配問題が関わ ってくるのである。第3に,

補助金および直接規制が環境経済学の理論的分析の対象からほぼ除外されてし

まった。70年代までの政策手段の相互比較を巡る議論において,補 助金および

直接規制は他の政策手段に比べて比較劣位にあるとして決着がついたので,以

来それ以上の分析を行 う必要性はないと暗黙に認められてきた。 しか し,現 実

にはこの2つ の手段こそ最もポピュラーな政策なのであり,そ れを抜きに分析

を進めていたことが理論の非現実性を決定づけたのである。

今後の経済学の課題は,単 一の政策手段分析をそのまま実際に実施されてい

る経済的手段の分析に当てはめ,現 実は理論か ら乖離 している,と 結論づけて

しまうことでぽない。む しろ積極的にポリシーミックス分析を行うことで,現

実の経済的手段の実態をより.合理的に解明し,そ こで得 られた知見をもとに経

済理論をさらに発展させてい くことが重要であろう。
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